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まえがき

この規格は，工業標準化法第 12 条第 1 項の規定に基づき，財団法人日本船舶標準協会 (JMSA) から，

工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があり，日本工業標準調査会の審議を経て，国

土交通大臣が制定した日本工業規格である。

制定に当たっては，日本工業規格と国際規格との対比，国際規格に一致した日本工業規格の作成及び日

本工業規格を基礎にした国際規格原案の提案を容易にするために，ISO 10133：2000，Small craft－Electrical

systems－Extra-low-voltage d.c. installations を基礎として用いた。

JIS F 1039 には，次に示す附属書がある。

附属書 A（規定）導線に対する要求事項

附属書 B（参考）オーナ用マニュアルに記載する情報及び指示事項 (JIS F 0102)

附属書 C（参考）装置試験（推奨）

附属書 D（参考）関連規格及びそれらの内容の概略

附属書 1（参考）JIS と対応する国際規格との対比表
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日本工業規格 JIS
F 1039：2003

舟艇－低電圧直流電気装置

Small craft－Electrical systems－Extra-low-voltage d.c. installations

序文　この規格は，2000 年に第 1 版として発行された ISO 10133：2000，Small craft－Electrical systems－

Extra-low-voltage d.c. installations を翻訳し，技術的内容を変更して作成した日本工業規格である。

なお，この規格で点線の下線を施してある箇所は，原国際規格を変更している事項である。変更の一覧

表をその説明を付けて，附属書 1（参考）に示す。

1. 適用範囲　この規格は，艇長 24 m 以下の舟艇に搭載する直流電圧が 50 V 以下で作動する低電圧直流

電気装置の設計，製作及び据付け要件について規定する。機関製造業者に関連した機関の配線に関する要

件は，この規格では規定しない。

備考 この規格の対応国際規格を，次に示す。

なお，対応の程度を表す記号は，ISO/IEC Guide 21 に基づき，IDT（一致している），MOD

（修正している），NEQ（同等でない）とする。

ISO 10133：2000，Small craft－Electrical systems－Extra-low-voltage d.c. installations (MOD)

2. 引用規格　次に掲げる規格は，この規格に引用されることによって，この規格の規定の一部を構成す

る。これらの引用規格のうちで，発行年を付記してあるものは，記載の年の版だけがこの規格の規定を構

成するものであって，その後の改正版・追補には適用しない。発効年又は発行年を付記していない引用規

格は，その最新版（追補を含む。）を適用する。

JIS C 0446　色又は数字による電線の識別

備考 IEC 60446：1989，Identification of conductors by colours or numerals からの引用事項は，この規

格の該当部分と同等である。

JIS C 3406　自動車用低圧電線

JIS F 0811　舟艇－電気機器－周囲の可燃性ガスへの引火防止

備考  ISO 8846：1990，Small craft－Electrical devices－protection against ignition of surrounding

flammable gases からの引用事項は，この規格の該当部分と同等である。

JIS F 8007　船用電気器具の外被の保護形式及び検査通則

備考  IEC 60529：1998，Degrees of protection provided by enclosures (IP code) からの引用事項は，こ

の規格の該当部分と同等である。

ISO 6722-3：1993　Road vehicles－Unscreened low-tension cables－Part 3：Conductor sizes and dimensions

for thick-wall insulated cables

ISO 6722-4：1993　Road vehicles－Unscreened low-tension cables－Part 4：Conductor sizes and dimensions

for thin-wall insulated cables


